
日立労組は5ヶ月の一時金要求

に対して4.65ヶ月で妥結しまし

た。電機連合の多くの組合が

「業績連動方式」で具体的な春

闘要求をしない中、日立労組の

取組みは一定の注目を浴びまし

た。

しかし関連会社に対しては、

業績を口実とした格差が広がり

つつあります。別会社となった

ルネサス（旧武蔵工場）は、日

立労組の組合員であるにもかか

わらず4.5ヶ月で妥結し、職場か

らは不満の声があがっています。
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ハロー！
日立懇
です

（全日本建設交運一般労働組合）

建交労HBSでストライキ
（日立ビルシステム）

景気が低迷する中で、日立ビルシステムは今期も安定した業
績と高利益を確保しました。
その一方、賃金・一時金等はここ数年引き下げられています。

また人員の不足も会社の人件費抑制政策によって、ますます深
刻になっており、その結果、会社の決めた規則や基準を守って
仕事することができない状況も起きています。

今春闘で建交労ＨＢＳは職場の人員増をめざして会社と交渉
してきました。
しかし、会社は人手不足をはっきりと認めながら採用は昨年

の半分、３月２４日（水）の賃金回答もひどい内容でした。
組合は会社に対し、つよい怒りをこめて３月２５日１５時～
終日までの時限ストライキを通告し決行しました。

ストライキ当日、抗議の集会を関西支社前で行ない、中部、
四国で宣伝行動を行いました。
最近はストライキを決行する労働組合も少なくなっています
が、闘ってこそ労働組合、要求獲得のため引き続き様々な戦術

を用いて、今春闘勝利をめざして行動します。みなさん共に闘
いましょう。

闘ってこそ労働組合・
０４春闘は賃上げを要求しない

で「賃金体系維持」により、定期

昇給分は確保したと言われていま

すが、これは一部の人だけです。

処遇制度の改訂で調整給の付いて

いる人は、定期昇給もゼロとなり

ます。昨年までは一応残されてい

た定期昇給も、新しい処遇制度の

下での春闘では、ほとんどの中高

年に対して廃止され、実質的に賃

下げとなりました。

これは青年も40代以降は賃金が

上がらない状態になることを意味

します。働く人の生活を守り向上

させる春闘の原点に立ち返り、要

求をもとに賃金闘争に取り組むこ

とが、今必要ではないでしょうか。

春
闘
で
実
質
賃
下
げ
？

労
働
者
の
仕
事
の
「
成
果
」
で
個

別
に
評
価
・
査
定
し
て
賃
金
を
決
め

る
成
果
主
義
賃
金
の
導
入
で
賃
下
げ
、

降
格
人
事
を
実
施
す
る
ケ
ー
ス
が
全

国
の
職
場
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
な
か
、
「
成
果
主
義
導
入
で

一
方
的
な
賃
下
げ
は
無
効
」
と
し
て

賃
金
や
一
時
金
の
差
額
の
支
払
い
を

命
じ
る
判
決
が
２
月
26
日
、
横
浜
地

裁
川
崎
支
部
で
出
さ
れ
、
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。

訴
え
て
い
た
の
は
、
測
定
機
器
製

造
の
ノ
イ
ズ
研
究
所
（
本
社
・
神
奈

川
県
相
模
原
市
）
で
働
く
鈴
木
章
生

さ
ん(

50)

、
比
嘉
か
よ
子
さ
ん(

43)

、

大
隅
俊
郎
さ
ん(

42)

の
３
人
で
す
。

成
果
主
義
賃
金
制
度
で
あ
っ
て
も
、

賃
下
げ
と
な
る
個
々
の
労
働
者
へ
の

十
分
な
配
慮
を
求
め
た
地
裁
判
決
は
、

成
果
主
義
賃
金
の
問
題
点
を
明
ら
か

に
し
、
身
勝
手
な
賃
下
げ
に
歯
止
め

を
か
け
た
も
の
で
す
。
２
０
０
４
年
３
月
４
日(

木)

「し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」よ
り
抜
粋

神奈川・ノイズ研訴訟 横浜地裁支部判決

「成果主義」導入の賃下げに歯止め

賃
下
げ
「
評
価
」
は
ご
め
ん

日
立
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
ズ
（
旧
茂
原
工
場)

で
は
日
立

製
作
所
に
先
が
け
て
、
新
し
い
処
遇
制
度
に
よ
る
個
人

別
の
「
評
価
」
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
降
格

に
よ
る
賃
下
げ
が
相
つ
ぎ
、
技
能
職
１
級
か
ら
専
任
職

３
級
に
降
格
さ
せ
ら
れ
、
６
万
円
も
の
賃
下
げ
と
な
る

労
働
者
も
い
ま
す
。
「
こ
の
ま
ま
で
は
生
活
で
き
な
い
」

と
怒
り
の
声
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

横
浜
地
裁
で
は
成
果
主
義
に
よ
る
賃
下
げ
に
「
無
効
」

の
判
決
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
家
族
の
生
活
や
自
分
の
将

来
を
守
る
た
め
、
勇
気
を
も
っ
て
一
方
的
な
賃
下
げ

「
評
価
」
を
許
さ
な
い
運
動
に
取
組
み
ま
し
ょ
う
。

一時金の格差拡大



子育て世代がもっとも長時間
（平均週間労働時間）
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資料：総務省、労働力調査　H12年男性平均

育児休業の取得状況の国際比較
日  本 アメリカ スウｴーデン ドイツ イギリス

・出産した女性労
働者の56.4%、男
性の0.42%が取
得。
・取得者の男女比
は女性97.6%、男
性2.4%。

・家族及び医
療休暇取得
者のうち女
性の16.0%、
男性の13.9%
が取得。

・女性はほぼ
完全取得。
・取得者の男
女比は女性
64%、男性
36%。

・男女計の有
資格者の約
95%が取得。
父親の2.4%
が育児休暇
を取得。

・男女とも
約12%が取
得。

【資料】内閣府　平成15年度男女平等白書より

サ
ー
バ
事
業
統
合
で

〃
不
安
が
い
っ
ぱ
い
〃

海
老
名
事
業
所
で
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｄ

事
業
部
の
サ
ー
バ
事
業
をE

S
D

事

業
部
に
統
合
す
る
方
針
が
打
ち
出

さ
れ
、
４
月
か
ら
７
月
に
か
け
て

所
員
だ
け
で
二
二
〇
人
が
秦
野
地

区
へ
移
動
す
る
こ
と
が
発
表
さ
れ

ま
し
た
。
組
合
は
受
け
入
れ
の
回

答
を
し
て
お
り
、
「
合
理
化
対
策

で
は
な
い
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
統
合
す
る
こ
と
自
体
が

人
減
ら
し
「
合
理
化
」
に
直
接
つ

な
が
る
た
め
、
従
業
員
に
と
っ
て

は
、
見
通
し
の
き
か
な
い
会
社
の

方
針
の
決
め
方
に
、
戸
惑
い
と
不

安
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
（
海
老
名
）

初
任
給
は
同
じ
で
も
、

〃
そ
の
後
が･･･

〃

Ｈ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
の
処
遇
制
度
改
定
の

内
容
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
日

立
本
体
の
本
給
レ
ン
ジ
と
比
較
す

る
と
、
総
合
職
で
は
各
職
級
で
千

円
づ
つ
、
専
任
職
で
は
最
高
五
千

円
も
低
い
で
す
。
初
任
本
給
だ
け

は
同
じ
で
す
か
ら
、
そ
の
後
の
給

料
の
上
が
り
方
が
違
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
（HE

S
C
O

）

日
立
と
格
差
あ
り
の

〃
集
約
に
不
満
の
声
〃

昨
年
４
月
、
三
菱
電
機
と
事
業

統
合
し
て
発
足
し
た
「
ル
ネ
サ
ス
」

が
、
一
時
金
で
日
立
集
約
の
年
間

四
・
六
五
ヶ
月
に
対
し
て
四
・
五
ヶ

月
と
格
差
が
で
ま
し
た
。
評
議
員

会
で
は
、
各
職
場
か
ら
の
意
見
が

38
項
目
表
明
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、

支
持
30
、
保
留
５
、
不
支
持
０
で

執
行
部
見
解
が
支
持
さ
れ
た
も
の

の
多
く
の
不
満
が
表
明
さ
れ
ま
し

た
。
意
見
の
多
く
は
「
日
立
と
の

格
差
を
設
け
る
べ
き
で
な
い
」
と

い
う
内
容
。
事
業
統
合
二
年
目
に

し
て
日
立
と
こ
れ
だ
け
の
格
差
が

生
じ
た
事
に
対
し
て
「
こ
れ
か
ら

の
労
働
条
件
の
あ
り
方
が
心
配
だ
」

と
若
者
の
声
。（
ル
ネ
サ
ス
武
蔵
）

ガ
ン
バ
ロ
ー
三
唱
に

〃
「
力
入
ら
ね
ー
！
」
〃

春
闘
の
全
員
集
会
で
、
最
後
の

シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
「
賃
金
体
系

維
持
・
・
・
ガ
ン
バ
ロ
ー
」
に
、

参
加
者
か
ら
「
力
入
ら
ね
ー
！
」

「
春
闘
は
、
賃
上
げ
ガ
ン
バ
ロ
ー

だ
ろ
」
(
情
制
シ
)
（
旧
大
み
か
）

業
務
移
管
の
た
た
か
い

〃
今
が
正
念
場
だ
〃

昨
年
12
月
に
素
形
材
本
部
の
日

立
協
和
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
（
株
）

へ
の
業
務
移
管
の
発
表
さ
れ
、
４

月
１
日
付
で
業
務
移
管
が
実
施
さ

れ
、
組
合
員
は
出
向
と
な
り
ま
し

た
。
業
務
移
管
が
実
施
さ
れ
て
、

出
向
の
身
に
な
る
と
い
つ
の
ま
に

か
転
属
を
さ
せ
ら
れ
た
気
分
に
さ

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
春
闘
も
集
約

し
、
い
よ
い
よ
こ
の
問
題
が
労
使

で
討
議
さ
れ
る
事
に
な
り
ま
す
。

会
社
か
ら
提
示
さ
れ
れ
ば
急
ピ
ッ

チ
に
進
展
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
今
が
正
念
場
で
す
。

（
素
形
材
）
（
旧
勝
田
）

04
春
闘
で
、
組

合
が
「
働
き
や
す

さ
」
に
か
か
わ
る

制
度
の
充
実
と
し

て
要
求
し
た
、
配

偶
者
が
出
産
す
る

際
に
と
れ
る
休
暇

が
５
日
間
に
拡
充

さ
れ
ま
し
た
。

既
に
Ｎ
Ｅ
Ｃ

や
パ
イ
オ
ニ
ア

は
実
現
済
み
で

す
が
、
一
歩
前

進
で
す
。
ま
た
、

育
児
休
職
限
度

期
間
の
６
ヶ
月

ま
で
の
延
長
も

実
現
し
ま
し
た
。

今
回
の
制
度

改
善
を
、
職
場

に
お
い
て
よ
り

実
効
あ
る
も
の

す
る
た
め
に
は
、

子
育
て
の
あ
り

方
や
働
き
方
、

男
女
の
雇
用
に

対
す
る
改
善
が

必
要
で
す
。

日
本
で
は
、
子
育
て
世
代
が
、

も
っ
と
も
長
時
間
労
働
を
強
い
ら

れ
て
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省
の
調

査
に
よ
れ
ば
、
生
後
６
ヶ
月
の
赤

ち
ゃ
ん
を
も
つ
父
親
の
四
人
に
一

人
が
、
週
六
０
時
間
以
上
も
働
い

て
い
ま
す
。

職
場
で
も
、
間
接
部
門
を
中
心

に
、
遅
く
ま
で
の
残
業
が
常
態
化

し
て
い
ま
す
。
今
回
の
制
度
改
善

に
も
「
と
て
も
５
日
も
休
め
な
い
」

「
年
休
の
消
化
だ
っ
て
ま
ま
な
ら

な
い
に
」
と
の
声
も
あ
り
ま
す
。

４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
成
果

主
義
賃
金
制
度
と
Ｈ
Ｉ
ワ
ー
ク

（
裁
量
勤
務
）
の
も
と
で
一
層
の

長
時
間
労
働
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

働
き
方
の
改
善
な
し
に
は
、
安

心
し
て
子
育
て
関
わ
れ
る
環
境
は

望
め
ま
せ
ん
。

製
造
業
労
働
者
の
年
間
総
労
働
時

間
（
二
〇
〇
一
年
）
は
、
ド
イ
ツ
の

一
五
二
五
時
間
に
た
い
し
て
日
本
は

一
九
四
八
時
間
で
す
。
さ
ら
「
サ
ー

ビ
ス
残
業
」
の
三
二
〇
時
間
（
厚
生

労
働
省
統
計
）
を
加
え
る
と
、
日
本

の
労
働
者
は
、
実
に
二
二
六
八
時
間
、

ド
イ
ツ
の
労
働
者
の
一
年
半
分
に
相

当
す
る
長
時
間
労
働
を
強
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
労
働
時

間
の
短
縮
こ
そ
が
、
家
庭
と
仕
事
の

両
立
を
実
現
す
る
保
証
で
す
。

「
女
性
も
男
性
な
み
に
働
い
て
こ

そ
平
等
」
の
名
目
で
男
女
雇
用
機

会
均
等
法
が
「
改
正
」(1999

年)

さ
れ
た
結
果
、
女
性
は
男
性
並
み

に
働
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
家
事

や
育
児
と
仕
事
の
両
立
は
一
層
難

し
く
な
り
、
残
業
や
深
夜
労
働
が

で
き
な
い
女
性
は
退
職
せ
ざ
る
を

得
な
い
と
い
う
、
あ
ら
た
な
女
性

差
別
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
の
公
表
（2002

年
）

で
は
、
働
く
女
性
の
約
７
割
が
第

一
子
出
産
後
、
仕
事
を
辞
め
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。

職
場
で
も

「
ず
っ
と
働
き
た
い
け
ど
、
と
て

も
無
理
」
と
し
て
出
産
を
機
に
退

職
す
る
女
性
は
多
い
で
す
。

「
子
育
て
は
女
性
た
ち
の
問
題
」

と
か
男
女
の
賃
金
水
準
の
格
差
を

理
由
に
、
女
性
が
家
事
や
子
育
て

を
一
手
に
引
き
受
け
て
き
た
嫌
い

が
あ
り
ま
す
。

家
庭
と
仕
事
の
両
立
の
た
め
に

は
、
男
女
の
共
同
で
、
企
業
や
社

会
に
対
し
て
子
育
て
を
理
由
に
し

た
雇
用
な
ど
の
男
女
差
別
を
な
く

さ
せ
、
「
女
性
の
た
め
の
子
育
て

制
度
」
で
は
な
く
「
男
女
の
た
め

の
子
育
て
制
度
」
の
充
実
を
求
め

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

各国の男女の育児休業の取得割合をみると


